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	総務部コンプライアンス課 宛

	氏名
	
	電話番号
	

	法人・その他団体等の名称
	（法人・その他団体等の場合は記入してください。個人の場合は空欄で構いません。）


	住所
	（住所が市外の場合は、市内の勤務先や学校の名称等を記入してください。）


	区分
（該当するものにチェックしてください。）
	□　市内に住所を有する方

□　市内の事務所又は事業所に勤務する方、市内に事務所又は事業所を有する方

□　市内の学校に在学する方

□　市に対し納税義務を有する方

□　この事案に利害関係を有する方（理由を記載してください。）
　【参考例：観光客、公共施設利用者　など】



	

	（仮称）鎌倉市カスタマーハラスメント防止等に関する条例（案）の
概要についてのご意見

	＊欄が足りない場合は、別紙に記載し、添付してください。


・令和８年（2026年）７月17日（金)までに届いたご意見を集約し、これに対する市の考え方を合わせて、後日、公表（市のホームページへの掲載）します。
・個々のご意見に対して、直接、個別の回答はいたしませんのであらかじめご了承ください。

・ご意見の募集結果の公表に際しては、ご意見以外の内容（氏名・住所等）は公表しません。
お問い合わせ：総務部コンプライアンス課
電  話 0467-23-3000（代表）
メール compliance@city.kamakura.kanagawa.jp
ＦＡＸ番号　(0467)23－8700(代表)





理由：








